
 つり上げ荷重が0.5トン以上のクレーン※を使用する場合は、クレーン等安全規則（労働
省令第３４条～３６条）の規定により、事業者に定期自主検査（月次点検・年次点検）が
義務付けられております。弊社では㈳日本クレーン協会が実施する『天井クレーンの定期
自主検査者に対する安全教育』の課程を修了したサービスマンが点検に従事しています。
点検に困った際には、お気軽に声をかけて下さい。 

※クレーンとは動力によって荷をつり上げ、これを水平に運搬することを目的とする機械装置 

№175 

発行  藤田テクノ株式会社  テクノレポート発行委員会                                    2019年2月発行 

〒370-0069 群馬県高崎市飯塚町1174-5   

本社           TEL 027-361-8111  FAX 027-329-6221 

太田支店  TEL  0276-46-1348   FAX  0276-49-1156   

埼玉支店  TEL  049-279-3011      FAX  049-279-3012       

                                  作成 ：太田支店 メンテナンス課／酒井、瀬間、発行委員会 
URL：http://www.fujita-tec.co.jp 

本紙は弊社よりの納品書等の郵送時に同封させて頂きますので重複等が発生する事がございます。予めご了承下さい。 

天井クレーン定期自主検査の紹介 

クレーンの点検でお困りの際は弊社にご相談ください。 

天井クレーンの定期自主検査者 
に対する安全教育 

高所作業車による点検作業 

荷重テストの状況 

点検結果報告書は   
３年間記録の保管が義務
付けられております 

点検結果をモバイル
端末に入力、タイム
リーな結果報告に努
めています。 
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